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○船橋市図書館条例施行規則 

平成28年３月31日 

教育委員会規則第５号 

改正 平成28年９月29日教委規則第14号 

平成29年３月31日教委規則第３号 

船橋市図書館条例施行規則 

船橋市図書館条例施行規則（昭和56年船橋市教育委員会規則第３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第1条 この規則は、船橋市図書館条例（平成28年船橋市条例第27号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（平29教委規則３・一部改正） 

（指定の申請書等） 

第2条 条例第７条の規則で定める申請書は、船橋市図書館指定管理者指定申請書（第１号

様式）とする。 

２ 条例第７条第１号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 管理の基本方針 

(2) 事業運営計画 

(3) 管理に係る収支予算 

(4) 施設及び設備の維持管理計画 

(5) その他管理運営に関する計画 

３ 条例第７条第２号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 定款、寄附行為その他これらに類する書類 

(2) 法人にあっては、登記事項証明書 

(3) 第１項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並び

に前事業年度の貸借対照表、収支計算書及び事業報告書 

(4) その他教育委員会が必要があると認める書類 

（指定の通知） 

第3条 教育委員会は、条例第８条の規定により指定管理者を指定したときは、船橋市図書

館指定管理者指定通知書（第２号様式）により指定されたものに通知するものとする。 

（開館時間及び休館日の変更等） 

第4条 指定管理者は、条例第10条第３項の規定により臨時に開館時間を変更しようとす

るとき、又は条例第11条第３項の規定により臨時に休館日を変更し、若しくは休館日を

設けようとするときは、船橋市図書館開館時間変更等承認申請書（第３号様式）により

教育委員会の承認を得なければならない。 

（平29教委規則３・全改） 

（館内の利用） 

第5条 図書館資料を館内で利用する者は、館長の指示に従い、所定の場所において利用し

なければならない。 

（平29教委規則３・旧第６条繰上） 

（館外貸出しの手続） 

第6条 図書館資料の館外貸出しは、市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者

に対して行うものとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、市外に住所を

有する者に対しても貸出しをすることができる。 

２ 図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、図書館資料利用登録申込書（第４号
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様式）を館長に提出するとともに、図書館資料利用券（第５号様式。以下「利用券」と

いう。）の交付を受けなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めると

きは、教育委員会が別に定める方法により、図書館資料の貸出しを受けることができる。 

３ 利用券の交付を受けた者が、図書館資料の館外貸出しを受けようとするときは、利用

券により館長に申し込まなければならない。 

（平29教委規則３・旧第７条繰上・一部改正） 

（貸出点数及び貸出期間） 

第7条 図書館資料の貸出点数は、１人10点以内とし、貸出期間は14日以内とする。ただ

し、教育委員会は、必要があると認めるときは、貸出点数及び貸出期間を別に指定する

ことができる。 

（平29教委規則３・旧第８条繰上） 

（利用券等の貸与又は譲渡の禁止） 

第8条 利用券及び貸出しを受けた図書館資料は、他人に貸与し、又は譲渡することができ

ない。 

（平29教委規則３・旧第９条繰上） 

（届出の義務） 

第9条 利用券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに館長

に届け出なければならない。 

(1) 利用券を紛失したとき。 

(2) 登録事項に変更が生じたとき。 

（平29教委規則３・旧第10条繰上） 

（館外貸出しの停止） 

第10条 館長は、館外貸出しを受けた者が、図書館資料を貸出期間内に返却しなかったと

き又は前２条の規定に違反したときは、その者に対して相当の期間貸出しを停止するこ

とができる。 

（平29教委規則３・旧第11条繰上） 

（館外貸出しをしない図書館資料） 

第11条 館長が特に指定した図書館資料は、館外貸出しをしない。 

（平29教委規則３・旧第12条繰上） 

（損傷又は滅失の届出及び賠償） 

第12条 図書館を使用する者（以下「使用者」という。）は、図書館の施設、設備又は図

書館資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。 

２ 館長は、前項の届出により損傷又は滅失が認められるときは、現品又は相当の代価を

使用者に請求するものとする。 

３ 賠償の請求を受けた者は、請求を受けた日から28日以内に賠償を行わなければならな

い。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、期限を延長することがで

きる。 

（平29教委規則３・旧第13条繰上） 

（団体貸出し） 

第13条 図書館資料の団体への貸出し（船橋市東図書館に限る。以下「団体貸出し」とい

う。）を受けることができる団体は、市内の学校、官公署、社会教育団体等で、館長が

団体貸出しを適当と認めたものとする。 

２ 団体貸出しを受けようとする団体の代表者は、図書館資料団体利用登録申込書（第６

号様式）を館長に提出するとともに、利用券の交付を受けなければならない。 
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３ 図書館資料の貸出点数は、１団体300点以内とし、貸出期間は90日以内とする。 

４ 第８条から第12条までの規定は、団体貸出しに準用する。 

（平29教委規則３・旧第14条繰上・一部改正） 

（配本所の設置） 

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、配本所を設置することができる。 

（平29教委規則３・旧第15条繰上） 

（移動図書館） 

第15条 教育委員会は、移動図書館を設置する。 

２ 移動図書館の図書館資料の貸出しその他の業務を行うため、ステーションを置く。 

３ ステーションの設置場所は、船橋市西図書館の館長が定める。 

４ 第６条から第12条までの規定は、移動図書館について準用する。この場合において、

第７条中「14日以内」とあるのは「貸出しを受けた日から次の巡回日まで」と読み替え

るものとする。 

（平29教委規則３・旧第16条繰上・一部改正） 

（図書館資料の複写） 

第16条 図書館資料の複写をしようとする者（以下「複写依頼者」という。）は、複写申

込書（第７号様式）により館長に申し込まなければならない。 

２ 複写依頼者は、複写に要する実費を納めなければならない。 

（平29教委規則３・旧第17条繰上・一部改正） 

（船橋市図書館協議会の会長及び副会長） 

第17条 船橋市図書館協議会（以下「協議会」という。）に会長及び副会長１人を置き、

委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

４ 会長及び副会長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（平29教委規則３・旧第18条繰上） 

（協議会の議事） 

第18条 協議会の会議は、必要のつど会長が招集し、会長が議長となり、議事を整理する。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（平29教委規則３・旧第19条繰上） 

（協議会の庶務） 

第19条 協議会の庶務は、船橋市西図書館において処理する。 

（平29教委規則３・旧第20条繰上・一部改正） 

（委任） 

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

（平29教委規則３・旧第21条繰上） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する



船橋市図書館条例施行規則 

4/12 

ことができる。 

３ 平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間における改正後の船橋市図書館条

例施行規則第２条及び第３条の規定の適用については、第２条第１項中「条例第７条」

とあるのは、「船橋市図書館条例（平成28年船橋市条例第27号。以下「新条例」という。）

第７条」と、同条第２項中「条例第７条第１号」とあるのは「新条例第７条第１号」と、

同条第３項中「条例第７条第２号」とあるのは「新条例第７条第２号」と、第３条中「条

例第８条」とあるのは「新条例第８条」とする。 

４ この規則の施行の際現に改正前の船橋市図書館条例施行規則第16条第１項の規定によ

り互選された船橋市図書館協議会の会長及び副会長である者は、平成28年４月１日にお

いて改正後の船橋市図書館条例施行規則第18条第１項の規定により協議会の委員として

互選されたものとみなす。 

附 則（平成28年９月29日教委規則第14号） 

この規則は、平成28年10月21日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 



船橋市図書館条例施行規則 

5/12 

 



船橋市図書館条例施行規則 

6/12 

 



船橋市図書館条例施行規則 

7/12 

 



船橋市図書館条例施行規則 

8/12 

 



船橋市図書館条例施行規則 

9/12 

 



船橋市図書館条例施行規則 

10/12 

 



船橋市図書館条例施行規則 

11/12 

 



船橋市図書館条例施行規則 

12/12 

第1号様式 

第2号様式 

第3号様式 

（平29教委規則３・追加） 

第4号様式 

（平29教委規則３・旧第３号様式繰下） 

第5号様式 

（平29教委規則３・旧第４号様式繰下） 

第6号様式 

（平29教委規則３・旧第５号様式繰下） 

第7号様式 

（平29教委規則３・旧第６号様式繰下） 

 


